
 

 

 

まちづくり懇談会に新たに参加をご希望される方は、以下の参加要件をご確認

いただき、問い合わせ先までご連絡ください。 

 

【参加要件①】対象区域内に、 

●お住まいの方  

●営業されている方  

●土地または建物を所有されている方  

●属している町会・自治会または商店会がある方 

 

【参加要件②】継続的に懇談会にご参加いただける方 

 

※対象区域 は、西荻窪駅から半径 500m を目安として、町丁目で区切った 

範囲です。 

※参加要件に該当していない方でも、傍聴は可能です。以下の問合せ先まで 

ご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西荻窪駅 

対象区域 

まちづくり懇談会 参加要件 
 

  
杉並区 都市整備部 市街地整備課 拠点整備係 

〒１６６－８５７０ 杉並区阿佐谷南１－１５－１ 

電話 03－3312－2111（内線３３８３） 

メール KYOTEN-T@city.suginami.lg.jp （2 次元コードもご利用ください）     

お問い合わせ先 


